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平成２５年度 第２回 埼玉県福祉のまちづくり推進協議会 

結果概要 

 

１ 日時 平成２６年３月２０日（木）午後２時～４時 

 

２ 場所 埼玉会館 ３Ｃ会議室 

 

３ 出席委員 

  髙橋委員、野口委員、山根委員、成田委員、當間委員、 

  中野委員、鈴木委員、黒﨑委員、北田委員 

  出席： ９名 

  欠席： ３名 

 

４ 配布資料 別添のとおり 

 

５ 会議概要 

（１）議事 

  ① 福祉のまちづくり関連事業 平成２６年度事業計画（案） 

  ② 建築物の適合状況について 

  ③ 平成２６年度策定予定の福祉関係計画について 

  ④ 報告事項 

 

 ※ 主な内容は別紙「議事概要」のとおり。 

 

６ その他 

  傍聴者 ３名 
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別紙 

議事概要 
 

１ 福祉のまちづくり関連事業 平成２６年度事業計画（案） 

 
《事務局》 
 関係各課から資料１に基づき説明 
 
《髙橋会長》 

 ありがとうございました。 

 それでは 26 年度の事業計画（案）について、御意見、御質問等

ありましたらお願いします。一部 25 年度の事業の御報告もありま

したので、もし何かありましたら、御質問等をお願いをします。 

 障害者優先調達法、これの概要をもうちょっと詳しく教えていた

だけますか。 

 

《事務局（福祉政策課）》 

 正確には、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の

推進等に関する法律」という法律で、障害者就労施設で働いている

障害者の自立を促進することを目的に、国や地方公共団体、公的機

関が物品を購入したり、サービスを調達する場合に、障害者就労施

設から積極的に調達することを定めた法律です。 

 この法律に基づいて、地方公共団体では方針を作って、毎年その

方針に基づいて内容の達成を図っていくというものです。 

 私どもも、こういった就労施設の物品から啓発グッズを作れない

かということを検討しまして、今回メモ帳を作成することになりま

した。 

 
《髙橋会長》 

 ありがとうございます。 

 方針の決定というのは、全市町村何らかの方針を決める方向にな

る。 

 

《事務局（福祉政策課）》 

 はい。 
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《髙橋会長》 

 県や政令市の場合、少しハードルが高いんですか、または、みん

な同じですか。 

 

《事務局（福祉政策課）》 

 各自治体で、自分達がどれぐらいできるかというのを決定してい

きますので、各自治体によって状況は異なるかと思います。 

 

《髙橋会長》 

 法律の施行は、いつだったのでしょうか。 

 

《事務局（福祉政策課）》 

 昨年、25年４月1日です。 

 

《髙橋会長》 

 分かりました。ありがとうございます。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

 

《黒﨑委員》 

 交通政策課の、駅ホームの転落防止対策推進事業について、ちょ

っとお伺いしたいんですが。 

 第１回目の会議の時にも、ホームドアや点字、点状ブロックは

色々条件があって、来年度は東武の川越駅と和光市駅ということで、

条件が整い次第増やしていっていただくということは素晴らしいと

思うんです。 

 それよりも、お話にもあったように声掛け・サポート啓発事業と

いうソフト面がとても重要で、予算をいっぱい付けるかどうかは別

として、ソフト面っていうのはすごく大事だと思うんです。 

 私も通勤の時に、よく視覚障害者の方がホームの端のすれすれの

所を歩いていて、気が付くと私も危ないですよと言って、ホームの

内側のほうに声を掛けるようにはしてるんですが。 

 通勤若しくは通学の人達が、そういう声を掛けるのが難しかった

り、気後れしてというか、恥ずかしがったりしますが、第１回目の

時の会議で、所沢でもそういった事業を学生さんなんかとやってい

るっていう話を聞きました。来年度、県内 10 か所でその啓発事業

をされるという御説明でしたが、具体的には何か、大学とかの福祉

関係のボランティアをやっている学生さんとかに、そういう講習会
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をやるとか、もう決まっているんでしょうか。 

 

《事務局（交通政策課）》 

 こちらの事業は、平成 25 年度から始めた事業になりまして、対

象者としては、いわゆるサポートリーダーということで考えていま

す。市町村の職員の方、ＮＰＯの方、あと、大学生の方にも声を掛

けさせていただいて、一部空きがある場合には一般の方もお受けし

ています。 

 今、委員さんからもございましたとおり、どう声を掛けていいか、

どう誘導していいか分からない、どうも尻込みしてしまうというこ

とがあります。まずその辺を、ガイドヘルパーの方や県のリハビリ

テーションセンターのＯＢの方を講師にして、あと実際に障害をお

持ちの方に御出席いただいて、実際に駅で困ったこと、こういう声

の掛け方をされると困る、引っ張られて困るとか、そういう具体的

な困った例などをお話しいただきます。あとは実技で、鉄道事業者

に御協力いただきまして、駅に行ってエスカレーターの案内とか、

そういったことを実際にやるような形で、今年度も 10 回ほど開催

しております。 

 来年度も、やり方等はまた工夫が必要な部分はあるんですが、基

本的には同じような形で、10回の開催を予定しております。 

 

《黒﨑委員》 

 ありがとうございます。 

 なかなか会社員ですと会社単位でそういうのを啓発するっていう

のは難しいと思いますが、県内の大学生やＮＰＯのボランティア団

体の方、市町村のリーダーに講習をされるっていうのは素晴らしい

ことなので、ぜひ今後も普及させて充実していただければなと思い

ました。 

 

《髙橋会長》 

 ありがとうございました。 

 今のに関連して、今年度このモデル事業ということで、調査費が

計上されてましたよね。この状況、どんな感じなんでしょうか。 

 

《事務局（交通政策課）》 

 調査のほうは、報告がもうまもなく出来上がると思います。 

 当初の予定は、川越市ともう一駅を予定していたんですが、鉄道
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事業者との調整の中で、今年度の実施については、川越駅のみ一駅

の調査ということになっております。 

 和光市駅については、すでに地下鉄側にはホームドアが付いてい

るということもございまして、調査をしていなかったんですが、来

年度は、その二駅の設計ということです。設計してホームドアが付

くのはまた再来年以降になります。 

 あと、ホームドアが付きますと、電車がずれて止まってしまうと

ドアが使えないので、自動的に電車を止めるような装置を鉄道会社

で付けたりとかもあるものですから、なかなかいっぺんにというこ

とにはいかないんです。来年度設計をして、再来年以降に設置とい

うような形で進むものと考えております。 

 

《髙橋会長》 

 26年度の設計費が補助されるということですので、川越駅をモデ

ルにして進むと理解してよろしいんですね。 

 

《事務局（交通政策課）》 

 はい。 

 

《髙橋会長》 

 ありがとうございます。ほかございますでしょうか。 

 バリアフリー新法の基本構想の策定状況、策定支援なんですが、

具体的にいつ頃、お話にありましたような概要、交付金やガイドラ

インの説明をされているんでしょうか。 

 その時に、どのぐらいの自治体が参加されて、その後どういう状

況になっているのか。それについて、御説明いただきたいんですが。 

 

《事務局（都市計画課）》 

 まず年度初めに、これ以外にもいろいろな事業を紹介する場面で、

各市町村の都市計画担当が来ますので、説明会という形でやらせて

いただいております。 

 将来基本構想を策定したいという市町村が、今のところ、27 年度

以降で４市やりたいと言っていますので、そういった所を中心に働

き掛けると共に、前倒ししてやっていただけないかということで、

いろいろ支援していきたいと思っています。 

 まだ策定してない市町村が結構ありますので、あらゆる機会を通

じて働き掛けをやっていきたいと思っております。 
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《髙橋会長》 

 ありがとうございます。 

 時々国交省の方と話をするんですけど、なかなか都道府県の役割

っていうのが見えてこないんですよね、基本構想に関しては。 

 それから、12 月に埼玉運輸支局のバリアフリーネットワーク会議

が東松山市で開かれたんですけれども、その中でも、市町村からも

交付金について使えるのか使えないのか、そういう基本的な質問が

結構出てきたり、県がどういう役割で基本構想の啓発事業をやって

いるのか。 

 都市計画部門の中で説明されているっていうことですけど、もう

少し本格的にやらないと、なかなか広がらないんじゃないか。つい

でに説明するのではなくて、別途ちゃんと時間を取ってやっていか

ないと、なかなか各市町村に伝わらないので、もうちょっと工夫を

して、積極的に誘導していくような。 

 これは、面的な整備をする上で非常に重要な制度になっています

ので、もうちょっと精力的な取組をお願いしたいと。ぜひ、内部で

御検討いただけないかと思います。よろしくお願いします。 
 
 

２ 建築物の適合状況について 

 
《事務局（建築安全課）》 
 建築安全課から資料２に基づき説明 
 
《髙橋会長》 

 ありがとうございました。 

 この適合状況の結果について、質問はいかがでしょうか。 

 バリアフリー条例の施行はいつでしたっけ。 

 
《事務局（建築安全課）》 

 条例の施行は、21年の４月 1日からです。 

 
《髙橋会長》 

 ちょっと気になったのは、共同住宅。共同住宅も条例に入ってき

ていますよね。 
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《事務局（建築安全課）》 
 入っています。 

 

《髙橋会長》 

 入っていますよね。そうすると、共同住宅の適合件数がゼロって、

福祉のまちづくり条例は範囲が広いから、不適合部分が一部含まれ

ているって、そういうことですかね。 

 

《事務局（建築安全課）》 

 はい。やはり福祉のまちづくり条例は、項目が多くなっておりま

すので。 

 

《髙橋会長》 

 分かりました。 

 福祉施設については、作業所、保育所、高齢者施設ですとか、そ

の辺りが軒並みに不適合という状況なんですね。 

 小規模なものも、埼玉県はコンビニ辺りまで入ってきていますけ

ど、その辺りが少し影響している可能性はあるかと思います。 

 案内板についても結構多いんですが、これは、もう少し状況が分

かりませんか。 

 

《事務局（建築安全課）》 

 特にどの項目が何件だったかという集計を実施していませんが、

避難口の誘導灯と表示が結構できていなかったということです。 

 この避難口の誘導灯については、点滅機能を有するようなものと

いう基準もあるんですが、通常の誘導灯よりも金額が高い設備だと

考えられますので、そういったところが難しいというお話は聞いた

ことがございます。 

 

《髙橋会長》 

 これも建築の最初のイニシャルコストの投資と、規模にもよるか

もしれませんね。分かりました。 

 今後の対応の中で、不適合箇所もいいんですが、その中身、基準

そのものも精査が必要になってくるということです。いったん整備

基準を決めると、なかなか落とせないという状況がありますけども、

もう少し現実的に対応して、利用者の視点でそれが整備されていな

いと問題になるかどうか、あるいは、ほかの対応でも可能なのかど
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うか、その辺りも含めて状況調査をしていただけるとありがたいで

すね。施設用途だけだと、どうしても抜けてしまうかもしれません。 

 何かお気づきの点がございますでしょうか。 

 

《野口委員》 

 前回の協議会で、どこがネックになっているのか、私から質問さ

せていただいたと思いますが、ちょっとこれだけでは分からない点

がたくさんあるので、さらに洗い出しをお願いしたいと思います。 

 震災の時の避難所ですとか、そういったものに指定されるような

学校や施設では、車椅子の方が全くそこに行くこともできないよう

な状況があったりすると、これは大変なことになりますので、震災

の避難所などで防災の面でもチェックをできないものかと思います。

これはどうでしょうか。 

 

《事務局（建築安全課）》 

 市町村の体育館や集会施設が避難所に指定されていると思うんで

すけれども、そういった用途をもっとはっきりさせて、それがどう

いう形で、できている、できてないというのを洗い出しの中で見つ

けられるようにはしたいと思います。 

 

《髙橋会長》 

 県立高校は、この頃は防災拠点なんかで結構しっかりやっている

所もありますが、小・中とそれ以外の学校関係で、どこがどういう

ふうに不適合になっているのかとか、その辺りも少し細かくやった

ほうがいいかもしれません。 

 それから、基準もそうだし、窓口で福祉のまちづくり条例の不適

合になってしまう過程といいますか、なぜ指導できないのか、ある

いは、条例を守れない理由は何なのか。先ほど申し上げたように、

その基準がおかしければ、基準についてもう一度検証しなきゃいけ

ないことになるでしょうし。対象がおかしいとか、用途そのものが

おかしいとかということもありますけども。 

 手続のルールはガイドブックに書かれていますけど、そのとおり

やっていても守れない。確認業務というようなところで、まず自分

達がやっている仕事についてのチェック、それから相手側、申請す

る側のところを少し整備していただきたい。 

 もう一つは、公共施設と民間施設の振り分けをしてほしいですね。

地方公共団体の公共施設でも、かなり不適合状況が見られると思う
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んですけども、公共施設は不特定じゃない場合でも含まれています。

本来でしたら対象外にしなきゃいけないのかどうかっていうことも

含めて精査をしたほうが、条例を置いておく限りいいものになって

いくと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

《當間委員》 

 トイレは、スーパー等で新しくできた所は多目的トイレがずいぶ

ん普及してまして、おむつ替えの設備があったり、車椅子が入れた

り、男子小便器の手すりとかもあります。 

 うちは保育園を経営してまして、３年前に建て替えまして、以前

は女子の和式トイレがあったんですけども、全部洋式にして和式ト

イレが造れなかったんです。各家庭もほとんど 100％に近いぐらい

洋式トイレなんですよね。 

 公園とかちょっと古い施設に行きますと、ほとんどが和式トイレ

で、子供達がトイレができない、座ってするっていうのができない。

公園に行って大変な思いをしてトイレをさせるんですけども、そう

いう所の和式トイレを洋式トイレに替えていくという政策は、どう

なんでしょうか。 

 

《事務局（建築安全課）》 

 今のところ、そういった基準が設けられてはないんです。 

 

《當間委員》 

 学校なんかもそうなんですよね。学校も意外と和式トイレなんで

す。だから学校行った時にしないで、家まで我慢しちゃうっていう

子がいるみたいです。 

 

《事務局（建築安全課）》 

 古い施設の改修などが入りますと、その時に洋式に替えるとか、

あえて和式を残しておくっていう場合もあるみたいです。改修等が

適切にできていれば、和式しかないというような状態は解消されて

いくんだとは思うんですが、基準としてはない状態ではあります。 

 

《髙橋会長》 

 この福祉のまちづくりの整備基準ではできないですね。性格がち

ょっと違うので。ほかの保育施設の整備に関することですから、県

ですとどの課になるんですかね。 
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《事務局（福祉政策課）》 

 少子政策課です。 

 

《髙橋会長》 

 少子政策課で、施設設備のガイドラインですとか、そういったと

ころの検討が必要かと思います。それが基準になった時に、こちら

に該当してくるかどうかっていうことになるかもしれません。 

 保育施設ですと、この福祉のまちづくり条例の整備についてはど

うですか。問題になっていませんか。 

 

《當間委員》 

 うちの施設は新しい施設で建て替えしましたから、トイレも多目

的用に造られていますし、スロープもありますし、今のところは不

備はないと思っています。 

 

《髙橋会長》 

 オストメイトの設備も付けていらっしゃるんでしょうか。 

 

《當間委員》 

 いや、オストメイトはないです。 

 

《髙橋会長》 

 その辺りですね、基準として再検討しなきゃいけない部分になっ

てくるかと思います。 

 今保育関係でも、小規模の保育所なんかいっぱい出てきてますの

で、その辺りも含めて今後どうするかということも対応しなければ

いけないと思います。 

 今後の対応で、具体的にどういうふうに平成 26 年度やるのかに

ついて、説明いただけますか。 

 

《事務局（建築安全課）》 

 今想定しているものといたしましては、２年前の調査と同じよう

に、各審査機関で実際に処理をした届出について、それぞれの不適

合箇所を集めて、そこから分析が可能な状態にして、基準や指導の

改善等につなげていけるポイントを探していくという形になるかと

考えております。 
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《髙橋会長》 

 ７月ぐらいまでに始めるんでしょうか。あるいは 10 月以降にな

ってしまうのか。 

 

《事務局（建築安全課）》 

 できれば来年の前半のうちに調査を実施できればとは考えており

ます。 

 

《髙橋会長》 

 分かりました。 

 ぜひ早めにお願いをしたいのと、やはり窓口の指導の中身です。

条例そのものをどのくらい担当の職員の方々が理解しているのかど

うかですね。 

 設計事務所やコンサルタントから質問された時に、できないと言

われた時に、それに対して、条例について説明できるような内容や

情報を持っているのかどうか。その辺は議論したほうがいいので、

ちょっと工夫をしていただきたい。で、問題点を洗い出していただ

きたいと思います。 

 ほかは何かありますでしょうか。 

 

《鈴木委員》 

 物販とか飲食店は適合も11あるんですけど、不適合は23あるとい

うことで、この辺の改善の方法って、何かあるんですかね。 

 

《髙橋会長》 

 指導している側からですか。 
 

《鈴木委員》 
 はい。 
 

《事務局（建築安全課）》 

 建築計画があって届出を出す場合には、通常、事前に御相談いた

だくわけなんですが、そこで整備の内容について指導をさせていた

だいています。その段階では、すでに計画がある程度固まってしま

っていて、設計者としても計画の変更が難しいという場合もありま

す。 
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《髙橋会長》 

 手続上は、その事前協議の段階で、確認審査機関に持っていく前

に、福祉のまちづくり条例のほうが先にチェックをされるはずなん

ですね。 

 そこで窓口の方がちゃんと説明してるのかどうか。その説明の過

程で建築主、建築設計者が理解できないような整備内容とか項目に

なっているのかどうかとか、そこのところが見えてこないんですよ

ね。中野さん、いかがでしょうか。 
 

《中野委員》 

 確認を出す前に、事前協議なり、福祉のまちづくり条例の提出が

あるんですけれども、それをまず施主さんと話をして、こういう手

続が必要なんですと説明をしても、「これは絶対やらなくちゃいけ

ないんですか」「どうしてここまでお金をかけなくちゃいけないん

ですか」ということになったりして。 

 それと、行政に相談に行ったときにも、各市町村によったり、担

当の人によったり、その温度差があるわけです。ここはどうしても、

これだけはやってほしいとか、このくらいは大丈夫じゃないかみた

いな対応も、実際あるのが事実なので、そこら辺のところがなかな

か難しいんです。 

 物販店とか飲食店っていうのは、それこそ規模がいろいろですよ

ね。小さいコンビニで、全部の条件を満たしなさいというのは、お

そらく無理なことです。 

 でも、大型店のショッピングセンターで最近新しくできたものは、

すごくよくできているんです。サービスエリアの新しい所ですとか

道の駅なんかもいいトイレになっていたりするので、本当はそうい

う一番いいシステムにすると何か特典が付くような、例えば民間だ

と税金がここまで還付されますよ、みたいに何かいいことがあると、

この適合率もどんどん上がって、みんなが使いやすい福祉のまちづ

くりになるのかなと思ったんです。 

 

《髙橋会長》 

 ありがとうございます。 

 認証制度は、ほかの国でやっているところはあります。日本では

義務化されている面があるので、認証した所にどのぐらい効果があ

るかどうか分からないですけど、やらないよりやったほうがいいっ

ていうのはありますね。 
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 そういう点では、埼玉県では、数年前にやめてしまったんですけ

ど、人にやさしい表彰制度、あれは復活させるべきでしょうね。や

っぱり小さな店舗は何らかの形で褒めていかないと。大きなものは

放っておいてもいいと思うんですよね。 

 それほど費用がかかるものじゃないので、手間はちょっと掛かり

ますけども、設計者や建築主を誘発していくように、かじを切り直

していただきたいなと思います。ぜひ御検討をお願いしたいと思い

ます。 
 
 

３ 平成２６年度策定予定の福祉関係計画について 

 
《事務局（福祉政策課、障害者福祉推進課）》 
 福祉政策課及び障害者福祉推進課から資料３に基づき説明。 
 

《髙橋会長》 

 ありがとうございました。 

 これまでこの福祉のまちづくり推進協議会では、地域福祉支援計

画並びに障害者支援計画については議題になかったんですけれども、

福祉のまちづくりに関わるような内容が含まれています。項目は少

ないですが、それぞれ基本的なものとして大変重要な部分がありま

すので、事務局からの提案でこの説明がなされたということです。 

 御質問等ございますでしょうか。 

 

《北田委員》 

 ちょうど私どもの所沢市も、地域福祉計画、10 年の計画が、26 年

度に終わるところで、27 年度から策定ということで来年１年間を策

定の準備で考えてるんです。 

 計画の期間が長かったものですから、３年ごとに現行計画の進捗

管理をやっていたんですけど、県の現行の地域福祉支援計画の取り

まとめで、次期の計画に提言を取り入れていこうという議論があっ

たのかどうか。 

 県のほうで、各市町村にこういった施策を展開してほしいという

ような要望があったら、教えていただきたいんですけれど。 

 

《事務局（福祉政策課）》 

 市町村の皆様に対して、こういうことを盛り込んでほしいと。 
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《北田委員》 

 はい。 

 

《事務局（福祉政策課）》 

 実は現行の計画では、最後に、市町村地域福祉計画に盛り込む項

目というのが具体的に、ある程度標準的なものを示させていただい

ております。 

 もともと社会福祉法 107 条で市町村計画については規定があるん

ですけれども、大きくは①地域における福祉サービスの適切な利用

の推進、②地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達、

③地域福祉に関する活動への住民の参加の促進ということで、これ

が大きな三本柱です。これに加えて、要援護者の支援方策について

も、必ずこれを定めてくださいということで、厚生労働省からは通

知が別途来ております。 

 また、ちょっと抽象的な言い方ではあるんですが、誰にも使いや

すいユニバーサルデザインの視点に立つ取組ということで、何をど

うしてくださいというところまでは書いてないんですが、こういっ

たことも市町村計画にはぜひ盛り込んでいただきたい。 

 中には、市町村の地域福祉計画の中で、例えばバス停、広場、公

園などの面整備を、福祉の視点と、都市計画や建築サイドと市の内

部で横断的に連携をして、そういった面整備をしっかりやっていっ

ていきますというのを位置付けている計画もございます。 

 

《髙橋会長》 

 いい計画は、ぜひ情報提供をお願いしたいですね。 

 なるべく、こういう状況がある、ということを発信していただけ

るとありがたい。 

 数値目標が、福祉まちづくりに関するところでありましたけれど

も、せっかく数値目標を掲げるんだったら、交通機関だけじゃなく

てほかの所も一通り入れておいていただきたいですよね。 

 市町村の障害者計画でも地域福祉計画でもそうですけれども、連

携をしなさいっていうことは、あちこちで言われてますが、横につ

ながるような場っていうのは、ほとんど皆無ですよね。連携すれば

力が強くなると思うんですけれども、そういう取組がなかなかなさ

れないので、他の行政計画で策定されているものはやはり載せて、

手を抜かないようにお願いをしたいと思います。 

 ほかに御質問ありますか。障害者支援計画のほうでも結構ですの
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で。 

 障害者支援計画でもバリアフリー関係が、各施設やまちづくりだ

けではなく、住まいの問題や学校施設整備ですとか、そういったよ

うなものにも直接絡んできます。 

 最終的には市町村が建てていきますので、その中で予算上、ある

いは市町村の策定委員会の中で合意されないと、県が一生懸命支援

計画を作っても載らないという実態があるわけですけども。 

 

《野口委員》 

 言葉の問題なのですけれども、障害者支援計画の中で、例えば道

路環境の整備の中に、障害者対応トイレという言葉と多機能トイレ

という言葉が出てくるのですけれども、これはどういう違いがある

のでしょうか。 

 

《事務局（障害者福祉推進課）》 

 障害者福祉推進課では、言葉自体を全部整理しているとか、こち

らの言葉でなくてはいけないという整理はしておりません。基本的

には、それぞれの事業を所管する課から、適切な表現として出して

いただいているものを束ねております。 

 道路環境課、交通政策課、市街地整備課の各施策担当課が事業を

進める上での言葉遣いを尊重している、という説明になります。 

 

《髙橋会長》 

 それぞれ担当課が違う、そのまま縦割りのものがその言葉を使っ

ているので、やっぱりこれは検討委員会の中でも議論されなければ

いけません。 

 

《鈴木委員》 

 多機能トイレと多機能トイレ以外の部分、車椅子利用が可能なト

イレって書いてあるんですけど、その意味じゃないですか。 

 

《髙橋会長》 

 これはですね、その差ではないかもしれません。 
 

《鈴木委員》 

 違うんですか。 

《髙橋会長》 
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 道路の障害者対応トイレは、これは道の駅が対象になっているの

で、おそらく多機能トイレに近いんだと思います。 

 

《鈴木委員》 

 多機能トイレと障害者トイレの差って、どこにあるかっていった

ら、車椅子を使えるところが障害者トイレっていう意味じゃないん

ですね。 
 

《髙橋会長》 

 そうですね、それだけではないですね。車椅子なら車椅子使用者

対応トイレとか。 

 この辺は、これからの策定会議の時に精査、一番この辺の用語の

使い方が分かるのは福祉政策課だと思いますので、チェックしてい

ただいて、施策の担当課に返すのが一番スムーズにいくのかなと思

います。 

 

《事務局（障害者福祉推進課）》 

 障害者支援計画の冊子の中の言葉の解説というところで、多機能

トイレが出ております。 

 オストメイト対応水洗器具、その他、ベビーベッド、大型の荷物

置き台などを備えた車椅子対応型トイレということになっておりま

す。オストメイトが一つポイントになっているのかもしれません。 

 

《髙橋会長》 
 シの行にも障害者対応トイレがあると分かるわけなんですけど、
ないでしょうね。 
 

《事務局（福祉政策課）》 
 ないです。 
 

《髙橋会長》 

 言葉、用語の違いがある。これはどこでも、埼玉県だけはなく、

あちこちで同じような間違いが発生しますけども、これからはその

辺を気を付けていただきたいと思います。 

 あと、障害者支援計画には、できればメンバーに住宅の専門家を

入れたほうがいいと思いますね。ハード系と一体的になるためには

やはり重要だと思います。双方でやらないと、なかなかうまくいか
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ないんですよね。 

 ハード系でも交通、道路から住宅までありますけど、やはり、地

域移行の問題、非常に重要な要素になっていますので、住まい関係

の方はどなたか入っていたほうが望ましいですね。なおかつ、道路

や交通とかになると、移送のサービスの問題も議論できるんですけ

ど。 

 メンバーでなければ、ヒアリングをするとか、何らかの形でやっ

てもらってもいい。国の障害者基本計画の改定作業では必ず入って

きますので、ぜひよろしく御検討をお願いしたいと思います。 
 

《中野委員》 

 今住まいの話が出たので、私は埼玉建築士会に入っています。こ

の埼玉建築士会は、全部で 14 支部で構成されています。その各支

部の女性委員長っていうのが各支部に１名ずつおりまして、その各

支部の女性の代表が集まって、埼玉県の女性委員会が構成されてい

ます。 

 私達埼玉建築士会の女性委員会では、障害をお持ちの方がどこが

どういうふうに困っているのか、どういうふうにしたらいいのか、

直接御本人に伺う勉強会を計画しています。 

 それがどんどん広がっていって、まちづくりになり、いろんなと

ころに広がっていけばいいなと思っております。 
 

《髙橋会長》 
 女性だけに限るみたいですが、男性はどういうふうに。 
 

《中野委員》 
 企画は女性委員会でやるんですけれども、周知については、埼玉
県全域に毎月『建築士』っていう本が、建築士会 1400 名の手元に
届きます。そこに今回の御案内ということで、埼玉建築士会全会員
宛てに、この御案内をします。 
 

《髙橋会長》 

 分かりました。 

 先ほどの障害者支援計画の策定の場でもそうですけれど、埼玉県

の建築士会の女性委員会のメンバーでも構わないと思いますが、で

きればそういうような工夫もしていただけば。よろしくお願いしま

す。 
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４ 報告事項 

 
《事務局（福祉政策課、障害者福祉推進課）》 
 福祉政策課及び障害者福祉推進課から資料４に基づき説明 
 

《髙橋会長》 

 ありがとうございました。報告事項について、何か質問等ありま

すでしょうか。 

 障害者関係団体等の意見を聞く場が、障害者施策推進協議会に持

たれているということです。 

 ワーキングチームのサポーター制度って、なかなかいいですね。

積極的に他の関係部門も応用していく必要があるかもしれません。 

 その他何か事務局から連絡事項等ありますでしょうか。 

 来年度のこの推進協議会の予定は、どんな感じでしょうか。 

 
《事務局（福祉政策課）》 

 来年度も、２回程度開催を予定させていただいております。本日、

26年度の事業計画案を説明させていただきましたが、次回は、25年

度の事業についても御報告をさせていただきたいと思っております。 

 夏から秋にかけて１回と、再来年度の事業報告ということで、こ

れぐらいの時期にもう１回の２回ほどお付き合いいただければと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

《髙橋会長》 

 ぜひ事業報告のときには、その事業の中の課題、その問題点はど

うなっているのかをできる限り浮き彫りにして、議論に供するよう

にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 ほかの方、何かこの機会にお話をしておくことはございますか。 

 

《野口委員》 

 マナーアップキャンペーンは、障害者用駐車場のマナーアップと

いうことなんですが、前回の協議会で、多機能トイレの、いろんな

方が集中してというお話があったと思います。その辺の議論も何か

中途半端だったかなあと思いますし、あとは、先ほど、和式トイレ

が多くて、小さい子供さんが使えないというようなお話もありまし

た。多機能トイレについては、分散化の問題とか、日々動いている

と思うんですが、駐車場だけに集約してマナーアップキャンペーン



~ 19 ~ 
 

をやっていっていいのかというのもあるかなと思いました。 

 
《事務局（福祉政策課）》 

 ありがとうございます。 

 実は、前回私どもも、多機能トイレのことについて、いろいろ世

間的にも着目されていて、マナーについて問題があるというのもあ

りましたので、ステッカーなどを作ってみたらどうかということで、

この協議会で諮らせていただきました。 

 一方で県では赤ちゃんの駅ということで、多機能トイレをお母様

方に気持ちよく使っていただこうというステッカーがあって、意見

の中では、やはり障害者の方優先にしたらどうかというような御意

見や、ステッカーについては大きなスーパーマーケットなどの対応

など、いろいろ配慮が必要だろうというようなこともありまして、

どちらかというと、委員の皆様からは、あまり賛成というような雰

囲気ではなかったなと。 

 ただ、やはりマナーアップは必要だということで、11 月の『彩の

国だより』では、障害者用駐車場のマナーアップと合わせまして、

多機能トイレにつきましてもマナーアップを呼び掛けた記事を掲載

させていただきました。 

 それと、今日お配りしましたメモ帳の中には、障害者用駐車場マ

ナーアップキャンペーンのチラシも入れさせていただいているんで

すが、併せて、メモ用紙の文章については、多機能トイレを入れて

みようということで、「多機能トイレはマナーを守って利用しまし

ょう」といった文言を工夫して入れさせていただきました。 

 先生から御指摘いただきましたように、障害者用駐車場だけでは

なくて、こういったいろんな角度からもマナーアップが非常に重要

だと事務局も考えておりますので、来年度も、いろいろな観点、分

野で、マナーアップについては働き掛けをしていきたいと思ってお

ります。また、こういう部分も必要だよというような御意見があり

ましたら、また次回の協議会の時でも、御意見いただければ取り組

んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

《髙橋会長》 

 赤ちゃんステーションでしたっけ。 

 
《事務局（福祉政策課）》 

 赤ちゃんの駅です。 
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《髙橋会長》 

 赤ちゃんの駅ですか。そちらのほうをかなり強化をしてもらうと

かね。 

 
《事務局（福祉政策課）》 

 はい。 

 

《髙橋会長》 

 そういうふうにしてトイレの利用等が十分できるように、授乳室

とおむつ替え室も頑張っていただきたいと思います。 

 はい、ほかにございますか。 

 それでは、予定の時刻になりましたので、これで全体の議事につ

いては終了したいと思います。 


